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総合振興計画とは

地方自治法第２条第４項に基づき、総合的
かつ計画的な行政の運営を図るため策定

長沼町における、まちづくりの最上位に位
置づけられる計画

現在の総合振興計画の期間が平成２２年
度までであることから、平成２３年度以降を
計画期間とする新たな計画を策定する必要



総合振興計画の役割

○長沼町のまちづくりの中核となる計画

○町民に対する町の運営指針の提示

○国や道などに対する、町が目指す方向性の提示

総合振興計画は、次のような役割を持っている。

総合振興計画の構成

総合振興計画は、「基本構想」と「基本計画」で
構成

また、「基本計画」を実現するための具体的な
手段として、「実施計画」を策定

「基本構想」とは
まちづくりの基本的理念と町の将来像を示すとともに、それを実現するために

必要な施策の大綱を明示

「基本計画」とは
基本構想に掲げる将来像を達成するため、施策の大綱に従い施策の目的や

方針を明示



総合振興計画の期間（案）

基本構想

基本計画

実施計画

Ｈ２３ Ｈ２８Ｈ２７ Ｈ３２

前期基本計画 後期基本計画

実施計画の計画期間は３年間とし、毎年度見直しを行う。

今後のスケジュール（案）

・１月の広報ながぬま配布時期に合わせて、
町民アンケートを実施

・２月下旬～３月上旬を目処に、第２回審議
会を開催し、アンケートの結果を報告

・平成２２年度は、部会を含め４～５回程度
開催



 

部会の設置について 

（事務局案） 

 

 第５期長沼町総合振興計画の詳細について調査審議を行うため、本審議会に部会を

設置する。 

 部会については、福祉部会、経済部会、教育部会の３つを置くこととし、それぞれ

の担当分野は下表のとおりとする。 

 

各部会の担当分野 

部会名 担 当 分 野 

福祉部会 

 

保健福祉分野 ～ 保健、医療、社会福祉、社会保障、地域福祉活動 

生 活 分 野 ～ 土地保全（防災）、土地利用、交通、情報通信、上下水道、住宅・宅地、交通安全・防犯 

環 境 分 野 ～ 環境保全、環境衛生、景観・緑 

行 政 分 野 ～ 町民参加、行財政運営 

経済部会 産業振興分野 ～ 農業、工業、商業、観光レクリエーション 

生 活 分 野 ～ 土地保全（防災）、土地利用、交通、情報通信、上下水道、住宅・宅地、交通安全・防犯 

環 境 分 野 ～ 環境保全、環境衛生、景観・緑 

行 政 分 野 ～ 町民参加、行財政運営 

教育部会 教育・文化分野 ～ 学校教育、生涯学習、文化、交流、人材育成 

生 活 分 野 ～ 土地保全（防災）、土地利用、交通、情報通信、上下水道、住宅・宅地、交通安全・防犯 

環 境 分 野 ～ 環境保全、環境衛生、景観・緑 

行 政 分 野 ～ 町民参加、行財政運営 

 



氏　　　名 ふ り が な 行政区 福祉部会 産業部会 教育部会

池　内　昌　之 いけうち　まさゆき 銀座 ○

桂　　　道　夫 かつら　みちお 4 ○

後　藤　孝　雄 ごとう　たかお 31 ○

小　林　信　昭 こばやし　のぶあき 12 ○

鈴　木　彩　加 すずき　あやか 19 ○

鈴　木　　　諭 すずき　さとる 本町 ○

十　河　義　博 そごう　よしひろ 6 ○

田　近　紀　子 たぢか　のりこ 宮下 ○

谷　川　松　芳 たにかわ　まつよし 栄町 ○

仲　野　　　満 なかの　みつる 1 ○

西　島　道　伸 にしじま　みちのぶ 14 ○

服　部　正　幸 はっとり　まさゆき 29 ○

水　野　正　一 みずの　まさかず 17 ○

桃　野　誠　一 ももの　せいいち 8 ○

安　田　　　修 やすだ　おさむ 宮下 ○

（五十音順、敬称略）

長沼町総合振興計画審議会委員　部会別振り分け案




